
 

令和３年１２月１５日  

   多摩療護園入所利用者ご家族の皆様へ                 

 

社会福祉法人 東京緑新会 

多摩療護園   園長 岩谷 健治 

 

年末・年始の利用者外泊について 

 

日頃から多摩療護園の運営にご理解ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、前回通知でお知らせいたしましたが、１１月１日以降の面会に関し

ては、面会者のワクチン接種を条件として実施させていただいているところで

す。こうした中、年末、年始において利用者を自宅に帰省させたいという声が

利用者ご家族の皆様から園に伝えられております。 

しかし、変異ウィルス株の世界的流行など新型コロナウィルス感染症を取り

巻く状況は依然混沌としていること、何よりも、年末・年始に複数の親族、特

にお子様などが集まる場においては、「ワクチン２度接種済み」という条件を

担保できない場合が想定されることなどから、今年度に関しては皆様のご希望

に沿うことはできません。大変申し訳ありませんが、何卒ご理解・ご協力賜り

ますようお願い申し上げます。 

なお、年末・年始における当園での面会は、１０月２８日付の通知内容（下

記に再掲）により実施させていただきます。 

※食事形態に制限のある方がいらっしゃいます。年末・年始の面会時等、お

せち料理やお餅をふるまわれる場合は必ず事前に職員にご相談ください。 

※外泊に関しては規制させていただきますが、ご自宅への一時帰宅について

は可能な場合もありますので事前にご相談ください。 

 

 

        記（１０月２８日通知文から） 

 

 

【面会可能な方】 

新型コロナウィルス予防接種を２度接種済みかつ２度目の接種後２週間以上

経過されている方。※ワクチンを接種していない方、できない方（特にお子様

等）の面会についてはお受けすることができません。こうした方の面会につい

ては、別途相談させていただきますので必ず事前に相談ください。 

なお、面会者の人数制限は設けませんが、なるべく少人数でお越しください。。 



 

【面会日時等】 

 面会日に制限は設けません。平日、土日、祝日等いずれでも可能です。ただ

し、面会時間はなるべく短時間(１時間３０分程度)としていただくようお願い

致します。 

 

【面会場所】 

 利用者居室での面会をお願い致します。共用部（食堂等）での面会、５階へ

の移動はご遠慮ください。 

 

【その他】 

 面会時は１階で面会簿に必要な内容を記載するとともに、検温、手指消毒、

マスク着用をお願い致します。 

※通院、外出等で利用者が不在になる場合がありますので、面会で来園され

る場合は事前に連絡いただきますようお願い申し上げます。 

※その他ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 
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